
令和８年度 教育政策課 学校用務職員・学校事務職員 募集案内 

 

教育政策課では、区立小・中学校における、用務業務・事務業務を行う会計年度任用職員（学校用

務職員・学校事務職員）として勤務を希望する方を登録し、欠員が発生した場合など採用が必要と

なった際に、登録された内容や面接を実施のうえ、採用を行っています。 

 

職務内容 

職名 職務内容 

学校用務職員 区費用務職員が担っている学校敷地内の清掃や学校行事の設営などを行う。 

学校事務職員 区費事務職員が担っている一般行政事務全般に関することを行う。 

 

勤務場所 

区立小・中学校 

 

受験資格 

児童・生徒と関わることが好きで、学校に勤務する者としてふさわしい者 

※地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する方は受験できません。 

 

任用期間 

常勤職員に欠員等が生じている期間 

※最長で令和９年３月３１日まで 

※常勤職員の復職等の状況によっては、任期が変更される場合があります。 

 

報酬額 

時間額 ①学校用務職員：1,509 円 

    ②学校事務職員：1,496 円 

※採用されるまでに給与改定が行われた場合には、その額によります。 

※通勤に係る費用は実費を支給します。1 か月の上限額は 55,000 円です。 

※この他に期末手当の支給があります。 

 

勤務日数・時間・休憩時間・時間外労働 

職名 勤務日数 勤務時間 休憩時間 

学校用務職員 
４週 10 日から 20 日 6 時間又は 7 時間 １時間 

学校事務職員 

※勤務日数、勤務時間、休憩時間については、配属される学校によって異なります。 

※原則として時間外労働はありませんが、学校行事の設営など必要に応じて発生する場合がありま

す。 

 

週休日・休日 

週休日：日曜日及び土曜日 

    ※その他の週休日は、勤務表（シフト表）によって、４週間ごとに定めます。 

休日：祝日及び 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日、その他北区規則で定める日 

 

加入保険（ある場合） 

雇用保険、厚生年金保険、健康保険（該当する場合） 

 



その他 

・就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項：敷地内禁煙 

・令和 8 年 12 月 25 日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴

力等の防止等のための措置に関する法律（令和 6 年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」と

いう。）第 2 条第 8 項に規定する特定性犯罪事実該当者は、採用後の配置について制限がかかる可

能性があります。特別区等はこども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するた

めの犯罪事実確認を行う場合があります。 

 

選考方法・日程等 

書類選考及び面接 

※書類選考合格者のみに面接のご連絡をいたします。なお、常勤職員に欠員等が生じていない場合

には選考を行うことはありません。 

 

登録の申込方法 

指定の申込書を、教育政策課（北区役所滝野川分庁舎２階１１番窓口）へ持参または郵送 

※指定の申込書は、北区のホームページよりダウンロードできます。また、教育政策課窓口でも配

布しております。 

※指定の申込書を郵送でご希望の場合は、返信用切手及び返信用封筒を同封のうえ、下記問い合わ

せ先にご送付ください。 

※書類には写真の添付が必要となります。 

※郵送の場合は、封筒の表に赤字で「会計年度任用職員申込」と明記してください。 

※申込書の有効期限は、登録年度の年度末までです。有効期限後は、再度申込書の提出が必要です。 

※窓口提出の受付は、午前９時から午後５時まで（平日のみ）です。 

 

＜問い合わせ先＞ 

教育委員会事務局教育振興部教育政策課 

住所：〒114-8546  

東京都北区滝野川 2－52－10（旧滝野川中学校） 

北区役所滝野川分庁舎２階１１番窓口 

TEL：03－3908-9279 

FAX：03-3908-1265 


